
 

○議長 玉城 勇君 ただいまから令和４年第１回南

風原町議会定例会を開会します。 

 

開会（午前10時00分） 

 

○議長 玉城 勇君 令和４年第１回定例会の開会に

先立ち、ただいま新聞紙上によってご挨拶を申し上げ

ました。みんなでお祈りし、また気をつけてまいりた

いと思います。本定例会は、令和４年度の当初予算を

審議する議会であります。本日までに提出された案件

は、令和４年度の一般会計予算のほか、下水道事業会

計予算及びこれまでと同様の国民健康保険、後期高齢

者医療、土地区画整理事業の各特別会計予算３件、条

例案９件、その他２件の合計16件の議案と、報告１件、

陳情９件が予定されております。また、追加議案とし

て、後日、令和３年度一般会計補正予算及び各特別会

計の補正予算が提出されることになります。したがい

まして、今定例会の会期は、本日から29日までの26日

間を予定しております。なお、会期日程表と議案等の

取扱いについては、去る２月22日の議会運営委員会の

協議で議案第２号から議案第４号、議案第９号及び議

案第10号については即決案件とすることで一致いたし

ました。また新年度予算については、連合審査方式と

し、総務民生常任委員会へ付託の後、各所管の委員会

において審査を行い、15日の連合審査会において報告

していただきますようお願いします。そのほかの議案、

陳情についても各委員会において付託を行いますので、

会期日程表に基づき十分に審査、または調査を行い、

報告がなされるようお願いいたします。 

 この際、町長をはじめ、執行部各位に申し添えます

が、より円滑な議会運営及び議案審議がスムーズに行

われますように、議案を提案する場合、関係資料を準

備し議場に臨んでいただきたいこと。次に、予算関係

議案の説明に当たっては、新規事業や今までと変わる

事項がある場合には、特に資料提供や分かりやすい説

明方法に努めていただきたいこと。また、予算項目で

前年度との比較増減が大きい場合には、その理由を明

らかにする等に留意していただきたいと思います。 

 次に、本会議への課長の出席については、新型コロ

ナ感染拡大対策も踏まえ、直接関係のない議案、例え

ば特別会計予算などの場合は所管課での待機、職務に

専念することをできることとしますのでよろしくお願

いいたします。 

 終わりに、議員各位におかれても、議案審議がスムー

ズに行われるよう、３月７日月曜日の新年度予算の本

会議における質疑については、歳入は歳入、歳出は歳

出、それぞれの部で質疑を行い、質疑が後戻りしない

ようにお願いします。また、予算等は委員会へ付託す

る予定ですので、所管の委員会の分の詳細については

委員会で行っていただきますようお願いします。以上

で開会の挨拶といたします。 

 これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、

あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって５番 金城憲治議員、６番 大城

勇太議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長 玉城 勇君 日程第２．会期の決定の件を議

題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月29

日までの26日間にしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。したがっ

て、会期は26日間と決定しました。なお、会期中の会

議予定については、お手元に配付いたしました会期日

程表のとおりであります。 

 

日程第３．議長諸般の報告 

 

○議長 玉城 勇君 日程第３.議長諸般の報告を行

います。令和３年第４回定例会から今日までの諸般を

報告します。コロナ禍の中、開催をされ参加のできた

ものに関しまして事業名、日時、開催場所については

日付順に記入してございます。まず初めに１番目、教

育の日における教育長表彰についてですが、家庭学習

によく取り組んでいる児童や、学習に主体的に取り組

んでいる生徒153名が表彰されました。続きまして４番

目、島尻地域振興開発推進協議会の解散総会が行われ、

令和３年度の一般会計歳入歳出決算の認定と解散後の

財産処分等について審議が行われました。次に６番目、

第51回沖縄県町村議会議長会提起総会が２月17日に行

われ、これまでの議員活動の功績が認められ、知念富

信議員が全国町村議会議長会から表彰と、赤嶺奈津江

議員が沖縄県町村議会議長会より表彰を受けられまし

た。なお本日議会終了後、議場において伝達を行いた



 

いと思います。休憩します。 

休憩（午前10時11分） 

再開（午前10時11分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 次に、本日までに受理した令和３年受付分の陳情第

第40号と陳情第41号、令和４年受付の陳情第１号から

陳情第７号は、お手元に配付したとおり議会運営委員

会及び各常任委員会へ付託しましたのでご報告いたし

ます。それぞれの内容については、議員各位でご一読

くださるようにお願いします。 

 次に、南部水道企業団、東部消防組合、那覇市・南

風原町環境施設組合、南部広域市町村圏事務組合、南

部広域行政組合、沖縄県介護保険広域連合、沖縄県後

期高齢者医療広域連合の各一部事務組合等の議会の報

告が提出されております。 

 また、町監査委員から例月現金出納検査結果の令和

３年11月、12月、令和４年１月分の報告書及び令和３

年度定期監査、行政監査及び財政援助団体等に対する

監査の結果報告書が提出されております。 

 次に、令和３年第４回定例会における大城勇太議員

の一般質問の中における発言取消し申出書と、その答

弁における学校教育課長より発言取消し申出書が提出

されていることを報告いたします。 

 また本日、総務民生常任委員会より、令和３年第４

回定例会において申出のありました閉会中の継続調査

について報告書と教育委員会から令和２年度教育事務

点検評価報告書もそれぞれ提出されております。各自

ご覧になっていただきたいと思います。以上をもって

諸般の報告とします。 

 

日程第４．町長の町政一般報告 

 

○議長 玉城 勇君 日程第４．町長の町政一般報告

を行います。町長から町政一般報告の申し出がありま

したのでこれを許します。副町長。 

○副町長 国吉真章君 おはようございます。では、

町長に代わりまして私のほうから町政一般報告をさせ

ていただきます。初めに総務部総務課関係について申

し上げます。町への一般寄附金といたしまして９月24

日に明治安田生命保険相互会社様、９月27日に株式会

社ふじ産業様、12月６日に沖縄印刷団地協同組合様、

12月３日に與那嶺由衣華様、12月９日に南風原町商工

会様、12月13日に南風原かすりライオンズクラブ様よ

り寄附がありました。本町の福祉向上や教育の充実の

ために活用してまいります。 

 次に企画財政課関係について申し上げます。男女共

同参画社会の実現に向けた取り組みとして、男女共同

参画推進条例の原案を昨年10月18日に外部委員で構成

する町男女共同参画推進会議へ諮問し、令和４年１月

17日に答申を受けました。条例案を今定例会に上程し

ております。 

 次に民生部こども課関係について申し上げます。令

和４年の保育所等の入園受付を終了し、申込者は2，158

名でした。定員30名増員のやまがわ保育園の増築は、

４月の受け入れに向け順調に工事が進んでいます。昨

年12月より開始している児童一人あたり10万円を給付

する子育て世帯への臨時特別給付金は、２月末時点で

4,675世帯9,336名に給付しました。また、住民税非課

税世帯へ10万円を給付する臨時特別給付金は、２月14

日に対象の3,267世帯へ申請書を送付、１回目の振り込

みを３月８日に予定しております。 

 次に保健福祉課関係について申し上げます。コロナ

禍で令和２年度は開催を見送った「第30回南風原町長

杯ゲートボール大会」を12月10日に開催しました。心

地よい冬晴れの下、６地区から合計55名が参加し、久々

の再会を喜びながら試合を楽しむ姿が見られました。

「地域包括支援センター」、町社協の「在宅介護支援セ

ンター」及び「生活支援コーディネーター」の活動を

紹介する合同パネル展を町民ホールで１月24日から31

日まで、ちむぐくる館で２月１日から８日の間それぞ

れ行いました。高齢者を対象とした地域ミニデイサー

ビス等の事業は、まん延防止等重点措置の解除を受け

２月21日から順次再開しております。 

 次に、国保年金課関係について申し上げます。新型

コロナウイルスワクチンの３回目接種については、医

療従事者等の方々へ12月下旬から開始し、高齢者等へ

の集団接種を２月２日から始めています。引き続き万

全の体制で取り組んでまいります。 

 次に経済建設部まちづくり振興課関係について申し

上げます。工事関係は、交通安全施設設置工事が２月

25日に完了しました。計画関係は、３月末の照屋地区

土地区画整理準備組合設立に向けて取り組んでおりま

す。引き続き組合設立に向けて支援をしてまいります。

また、南風原南インターチェンジ周辺津嘉山地区は、

12月15日にワークショップを開催、参加者から提出さ

れたキーワードを基に、まちづくりについてご意見を

共有することができました。南風原北インターチェン

ジ周辺地区については、地権者にアンケートを実施し

ました。また、都市マスタープランの策定については、

２月21日に令和３年度第２回都市計画審議会を開催

し、原案について諮問いたしました。審議会では、慎

重に審議を重ねていただき、同日、都市計画審議会会



 

長より答申を受けました。南風原町都市計画マスター

プラン（案）を今定例会へ上程しております。 

 次に都市整備課関係について申し上げます。道路整

備事業の町道73号線は、磁気探査委託業務が１月25日

に完了し、道路改良工事を早期完了に向けて取り組ん

でいます。町道10号線の磁気探査委託業務が１月25日

に完了し、道路改良工事を早期完了に向けて取り組ん

でおります。街路整備事業は、津嘉山中央線の道路改

良工事を12月23日に完了しました。公園整備事業は、

黄金森公園の野球場のフェンスの取り替え工事を１月

28日に完了し、津嘉山公園の管理棟及びトイレの建築

工事を１月24日に、芝広場と駐車場の工事を３月28日

完了しました。ウガンヌ前公園改修工事を１月13日に

契約をし、３月末完了を予定しております。 

 次に、区画下水道課関係について申し上げます。津

嘉山北土地区画整理事業は、造成工事２件を12月15日

に契約し、早期完了に向けて取り組んでおります。ま

た、道路築造工事が２月16日、造成工事が２月25日に

それぞれ完了し、磁気探査委託業務が３月中旬、出来

形確認測量委託業務が３月末完了予定です。照屋地内

の浸水対策下水道事業、津嘉山第６雨水幹線工事２件

が２月17日、18日に完了し、磁気探査業務が12月27日、

調査設計委託業務が１月27日に完了しました。未普及

解消下水道事業は、汚水管布設工事２件が12月10日、

１月20日にそれぞれ完了し、磁気探査委託業務が１月

20日に完了しています。また、公共下水道水質・水量

調査委託業務が２月10日に完了し、調査設計業務と汚

水処理整備構想見直し業務２件が２月28日に完了しま

した。 

 次に、産業振興課関係について申し上げます。農政

関係では、２月16日に令和３年度園芸品目表彰におい

て、「南風原町花き拠点産地協議会」が、ストレリチア

のおきなわブランド産地づくりの実践等が評価され、

第14回沖縄県園芸拠点産地優良活動で表彰されており

ます。商工関係では、２月５日から６日の両日、イオ

ン南風原ショッピングセンターにおいて「ルンルン!!

はえばるフェスタ」が開催され、オープニングセレモ

ニーでは、南風原町地域ブランド認定商品「はえばる

良品」認定証授与式が行われ新たに９商品が認定され

ました。また、町観光協会主催の「映えばるいちおし

フォトコンテスト」表彰式では、こども部門の５作品

が表彰されております。新型コロナウイルス感染症対

策地方創生臨時交付金を活用した、第三弾はえるん商

品券事業、テレワーク人材育成事業は３月末事業完了

予定、第二弾地域産業支援金も、416件の交付決定を行

い、３月末の事業完了を予定しております。 

 次に教育部教育総務課関係について申し上げます。

「令和２年度教育に関する事務の管理及び執行状況の

点検及び評価」に関して、教育事務点検評価審議会よ

り２月８日に答申を受け、今議会定例会に報告書を提

出しています。１月18日に南風原町総合教育会議を行

い、「令和４年度一般会計当初予算（教育部）に関する

意見書」や教育環境等について協議しました。黄金森

公園陸上競技場では、１月24日から２月９日まで、名

古屋グランパス春季キャンプが行われました。連携事

業として、２月２日に翔南小学校の６年生への食育と

して、名古屋グランパスの栄養士によるオンライン講

座と「レモンラッシー」作り体験を行いました。子ど

もたちは、選手が苦手だった野菜を克服した話なども

聞け、食事の大切さを楽しく学んでいました。また、

レポーター体験をする「南風原キッズレポーター」を

小学生対象に行いました。参加者はレポーターに扮し

て選手たちにインタビューを行いました。キッズレポー

ターは取材と制作を行い、自信たっぷりな顔で発表会

に臨みました。今回製作した番組をユーチューブで配

信しています。さらに名古屋グランパスと沖縄トヨタ

グループが協力し、地域貢献活動の一環として本町の

小学校４校と中学校２校、町内４サッカーチームにサッ

カーボール40個の寄贈がありました。教育の充実のた

めに活用してまいります。 

 次に学校教育課関係について申し上げます。小中学

校では、12月の「教育の日」に、学力向上推進の一環

として行われる、「学校公開による授業参観及び学力向

上推進実践発表会」を、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、「教育長表彰」のみとし、12月12日に町立

中央公民館黄金ホールにおいて児童生徒153名の賞状

授与を行い、多くの児童生徒を激励しました。２月25

日には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため町

立幼稚園４園研修会成果報告会をオンラインにて開催

しました。各幼稚園の園長、教頭、教諭、町立小学校

の幼小連携担当教諭の参加の下、各幼稚園で取り組ん

だ研究成果の発表を行いました。研究の内容は町立幼

稚園以外の職員へも視聴できるよう配信を行い、今後

の幼稚園教育の充実に資する報告会となりました。 

 次に生涯学習文化課関係について申し上げます。教

育関係への寄附金といたしまして12月20日に匿名によ

る寄附、12月28日に有限会社新垣産業様より寄附があ

りました。本町の教育の充実のために活用してまいり

ます。１月９日に予定していた町成人式典は、新型コ

ロナウイルス感染症の急激な感染拡大の状況を鑑みて、

延期といたしました。今後については新成人実行委員

の意向を踏まえ、感染対策に十分な注意を払い３月20



 

日の開催に向け、取り組んでまいります。２月25日に

中央公民館において、地域学校協働本部事業実行委員

会を開催し、今年度の取組状況の確認と令和４年度の

事業計画について検討を行いました。コロナ禍に対応

した「工夫を行い学びを止めない授業支援」への取組

について各学校長を交え話合いを行いました。文化セ

ンターでは、令和３年12月11日から28日まで与那原・

南風原バイパス工事に伴う遺跡調査の成果について、

展示会及び講座を開催しました。また、今年の10月か

ら開催される、「美ら島おきなわ文化祭2022」の取り組

みとして、１月11日には南風原町実行委員会を立ち上

げ、同月17日から21日まで、役場ロビーに於いて広報

巡回展を開催し、大会旗などを展示いたしました。子

ども平和学習交流事業は、昨年中に各研修を終え、１

月の報告会を予定しておりましたが、コロナ感染拡大

に伴い中止となったため、子どもたちのそれぞれの発

表を収録し、オンラインによる配信を行いました。以

上を申し上げ、令和４年第１回南風原町議会定例会の

町政一般報告といたします。別紙で12月定例会以降の

公共工事に関する行政報告書をお付けしておりますの

で、お目通しをよろしくお願いいたします。以上、終

わります。 

○議長 玉城 勇君 休憩いたします。 

休憩（午前10時27分） 

再開（午前10時28分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。副町長。 

○副町長 国吉真章君 ただいま報告しました町政一

般報告の一部訂正をしたいと思います。 

 ２ページの真ん中ほど、都市整備課関係について申

し上げますの５行目、「街路整備事業は津嘉山中央線の

道路改良」という感じで読み上げましたが、「津嘉山中

央線」の次に「（１工区）」の挿入をお願いいたします。

それと同じところの４行目下の13日に契約をし、失礼

しました。その上ですね、「芝広場と駐車場の工事を２

月28日」と書いていますが、間違って「３月」と読み

上げてしまいました。併せてこの２点を訂正をいたし

ます。どうも失礼いたしました。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時29分） 

再開（午前10時51分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。以上をもって町長

の町政一般報告を終わります。 

 

日程第５．町長の施政方針 

 

○議長 玉城 勇君 日程第５．町長の施政方針と

なっております。町長より施政方針を述べさせます。

町長。 

○町長 赤嶺正之君 議員の皆さん、おはようござい

ます。 

 令和４年第１回南風原町議会定例会の開会にあたり、

予算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、

私の町政運営に対する所信を申し述べ、町民皆様並び

に議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 はじめに、令和２年２月に沖縄県内初の新型コロナ

ウイルス感染者が報告されてから２年が過ぎ、現在も

オミクロン株の流行により再び町内でも多くの感染者

が確認される状況となっております。 

 このような中、町民皆様には長期にわたり行動の自

粛、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の取り組み

にご理解ご協力を賜り心から感謝申し上げます。これ

からも町民皆様には、マスクの着用・手洗い・換気・

消毒など感染防止に努め、「新しい生活様式」の実践へ

のご協力よろしくお願いいたします。本町は引き続き

新型コロナウイルス感染拡大の防止及び感染拡大の影

響を受けている地域経済や住民生活の支援等を行いま

す。 

 私は平成30年５月の町長就任以来、一貫して平和憲

法の理念を町政の場に生かしながら、未来へつなぐ

「愛・夢・安らぎ」をスローガンに、７つの政策を掲

げ町民の生活と福祉の向上、さらなる幸せを願いなが

ら全力で取り組み、大方実現することができました。

はじめて町政の舵取りを担当させていただいた私の任

期も、残すところ２か月余りとなりましたが、山積す

る行政課題を解決するため、引き続き町民皆様をはじ

め、議員各位のご支援、ご協力を得ながら、職員の力

を最大限に発揮し、ともに邁進してまいります。 

 それでは、令和４年度に実施する施策について、そ

の骨子を申し述べます。 

 ともにつくる黄金南風の平和郷について 「第五次

南風原町総合計画」の将来像「ともにつくる黄金南風

の平和郷」の実現に向け、地域社会への愛着と誇り、

そして自ら責任を持って暮らす町民が「ともに」個々

の思いを表し、意見を交わし、夢や目標を実現してい

く、そのようなまちづくりを目指して諸施策を展開し

てまいります。 

 その基本理念の「平和」、「自立」、「共生」について

は、町民平和の日を中心に、「平和」の尊さを願う町民

の心を、国内はもとより世界へ向けて発信する平和な

まちづくりに取り組むとともに、新たな時代の中で、

「自立」した多様な人々が育ち集う、地域力のあるま

ちづくり、そして自然との調和、人と人のつながりを



 

大切にした「共生」のまちづくりを目指します。 

 みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちにつ

いて 情報の共有でひらかれたまちを推進するため、

町民皆様に対し、行政施策の情報や社会生活に必要な

情報、生命や財産に関わる情報などをあらゆる手法で

発信し、町民と行政情報の共有を図ります。また、ま

ちメールや提案箱、行政懇談会の開催により町民ニー

ズの把握に努め、各種委員への一般公募やパブリック

コメント制度の活用により町民皆様のご意見が町政に

反映されるよう取り組みます。さらに地域課題の改善

に向け、自治会との連携、協力を図ります。 

 きらきらと輝く人が育つまちについて 家庭教育、

ふるさと教育、学校教育を通じて、自ら考え、決め、

行動できる人づくり、そして人をつなげることでより

大きな力が発揮できるよう、人と人のつながりを育む

環境づくりを、家庭と学校、地域が一丸となって取り

組みます。 

 学校教育では、これまで取り組んできた児童・生徒

の基礎学力の定着と併せて、全ての教科の基礎となる

「読解力」の強化に取り組み「確かな学力」向上の推

進を図ります。また、町内小中学校のＩＣＴ環境を活

用し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に取り組み

ます。教師の指導力の強化につきましては、指導主事

２人制を引き続き実施をいたします。更にインクルー

シブ教育の充実に向け、医療的ケアが必要な児童生徒

に対応する「医療的ケア看護職員」の配置を行います。 

 小中学校を取り巻く現状と人口増による課題を把握

するとともに、長期的なまちづくりの方向性などを踏

まえ、今後のより良い教育環境と教育の質のさらなる

充実を目的とした、適正規模等の調査・検討を行いま

す。 

 幼稚園教育、保育については、子ども達を取り巻く

環境の変化を踏まえた幼児教育の重要性を捉え、専任

園長配置や「幼保連携認定子ども園の検討」など様々

な事業を展開し、より一層の幼稚園教育及び保育の充

実を図ります。 

 学校給食については、児童生徒の増に対応する学校

共同調理場の今後のあり方の検討を進めるとともに、

安全・安心な給食を提供し、健康づくりに努め、食育

の推進と給食費の収納確保に努めます。 

 教育施設については、北丘小学校体育館の改築工事

やプール改修の整備を行います。さらに令和３年度に

実施した、和式トイレの洋式化や公立幼稚園、小中学

校のＬＥＤ照明への切り替えによる、環境改善と温室

効果ガスの削減やコスト削減に取り組むとともに、さ

らなる快適な教育環境の充実に努めます。 

 生涯学習を推進するため、中央公民館や文化センター

を文化活動や学習活動の拠点として、多くの町民の学

び・体験・交流ができる機会の拡充を図ります。また、

魅力ある図書館を目指し、電子図書や地域資料等の整

備充実や、地域と学校が連携・協働できるよう地域学

校協働本部（学校応援隊はえばる等）の活用を図りま

す。 

 平和学習・交流・観光関連事業の推進については、

沖縄陸軍病院南風原壕群の活用、「子ども平和学習交流

事業」による小学生の派遣、「青少年の国際交流」によ

る中学生のハワイとの交流を実施します。また、海外

移住者子弟を南米から受け入れ親戚や町民との交流を

図ります。 

 スポーツ振興については、黄金森公園施設を活用し

たスポーツキャンプ等を誘致します。また、町民へ広

くスポーツ実践の機会を設け、生涯スポーツ及び競技

力向上の推進に取り組みます。 

 ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまちについ

て 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、

町民の生命及び健康を守るため、ワクチン接種プロジェ

クトチームの設置を継続し、町民への予防接種を万全

の体制で引き続き実施をいたします。 

 子ども・子育て支援については、本町独自で実施し

てきた、中学卒業までの子ども医療費助成の現物給付

を高校卒業年齢まで拡充します。 

 保育所待機児童の解消に向けては、小規模保育園１

園の開園による定員増及び認可保育園との連携による

10万円の就職一時金等の保育士確保策を継続して取り

組みます。 

 子どもの貧困対策等については、子育て家庭が社会

的に孤立することのないよう、引き続き居場所の設置

や若年妊産婦の支援を継続し、支援を必要とする子ど

も達を支えるための子ども家庭総合支援拠点を設置い

たします。 

 障がい者（児）・高齢者支援については、「第９次南

風原町高齢者保健福祉計画」、「第５次南風原町障がい

者計画等」に基づき、福祉サービスの充実及び相談支

援体制の強化に取り組むとともに、地域包括ケアシス

テムのさらなる発展を図り、地域に住む誰もが地域の

一員として、互いに支え合う共生社会の実現を目指し

ます。 

 町民の健康づくりについては、特定健診の受診率向

上に努め、一括交付金を活用した学童期の生活習慣病

予防の取り組みを継続するとともに、妊産婦から子育

て期までの切れ目のない支援の強化に取り組みます。 

 国民健康保険事業の運営については、沖縄県国民健



 

康保険運営方針に示された市町村の役割をしっかりと

担い、県と連携し安定的な運営、医療費適正化の取り

組み及び保険税率の統一に向け取り組みます。 

 工夫と連携で産業が躍動するまちについて 農業振

興については、農地の有効活用を推進し、農地の保全

や土壌改良・地力増強を促進するための土づくり奨励

補助を継続します。拠点産地である、かぼちゃの増産

支援のため、ミツバチ巣箱設置や花粉交配用品種の導

入などの助成を実施し、農業経営基盤の強化に努めま

す。また、町農業委員会の農地利用最適化推進委員、

ＪＡおきなわ、農地中間管理機構と連携し耕作放棄地

や遊休農地を解消し、農地の確保・集積を行うととも

に、農業次世代人材投資資金交付金の給付等により、

新規就農者等の農業の担い手育成に取り組みます。 

 基幹作物であるサトウキビの振興については、病害

虫対策や種苗配布に対する補助等による生産振興を図

ります。 

 畜産振興については、経営の安定化を図るため、引

き続き畜産公害・環境保全対策事業による支援を行う

とともに、予防接種が義務化された豚熱等、家畜伝染

病予防事業を活用した支援に取り組みます。 

 商工振興については、町商工会と連携し町内中小企

業の経営基盤の強化が図られるよう支援をします。ま

た、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用し様々な支援に取り組みます。今後も引き続

き、本町への新たな企業立地の促進・支援を強化し、

雇用拡大を推進します。 

 伝統工芸産業振興については、振興計画に基づく「後

継者育成事業」等を実施し、琉球絣・南風原花織の新

規従事者の養成と若者の感性を活かした後継者の育成

を琉球絣事業協同組合と連携して取り組みます。 

 消費者行政については、沖縄県消費生活センター等

関係機関と連携を密にし、広報・啓発活動に努め、消

費生活相談を実施します。 

 観光振興については、観光協会と連携して観光施策

の推進・振興に努めます。また、観光大使の情報発信

力を活用し、本町のＰＲ活動を促進します。 

 みどりとまちが調和した安全・安心のまちについて 

都市化や生活スタイルの多様化が進むなか、地域にお

ける安全・安心な環境基盤づくりを地域と協働し取り

組みます。 

 道路事業については、引き続き町道10号線の整備を

行います。 

 街路事業については、引き続き津嘉山中央線（２工

区）の道路整備を行います。 

 公園事業については、引き続き津嘉山公園の整備を

進め、黄金森公園においては、屋内運動施設の建設に

向け取り組みます。また、公園施設長寿命化計画策定

を行います。 

 津嘉山北土地区画整理事業については、旧津嘉山ハ

イツ区域の宅地造成及び本部公園線等の整備を進めま

す。 

 下水道事業の汚水整備については、引き続き津嘉山

北土地区画整理事業区域内と照屋地内に計画する津嘉

山第２汚水幹線工事を重点地区として整備し、併せて

下水道接続の普及活動を強化します。雨水整備では、

引き続き照屋地内の整備を進めます。 

 農業集落排水事業については、神里地区汚水処理施

設の老朽化に伴う再整備事業の採択に向け業務を進め、

各世帯の接続の普及活動についても促進いたします。 

 計画関係については、引き続き南風原北インタ－チェ

ンジ周辺土地利用計画の策定を進め、南風原南インター

チェンジ周辺については、照屋地区の区画整理事業化

に向けての地権者支援と、津嘉山地区の事業化検討を

行います。また、交通計画については、交通基本計画

の実現に向けて、総合交通戦略策定に取り組みます。 

 交通安全施設整備については、引き続き路面標示、

横断防止柵等の整備を行います。 

 河川関係については、宮平川の浸水被害の軽減を図

るため緊急浚渫推進事業を行います。 

 環境と共生する美しく住みよいまちについて 住み

良い住環境と循環型社会の実現に向け、町民やＮＰＯ、

企業・事業所等と連携し、ごみの減量化と資源化・再

利用を促進します。また、ごみの不法投棄等について

は、不法投棄発生箇所を中心にパトロールを強化し、

立て看板等の設置や関係機関と連携を取り対策に取り

組みます。 

 次世代を担う子どもたちへの環境教育の一環として、

ＳＤＧｓの取り組みや「はえばるエコセンター」を活

用した各種環境講座や学校との連携による環境学習支

援事業を実施し、環境意識の高揚を図ります。 

 町民の生活に密接した悪臭、騒音、水質汚濁、振動

等の公害問題については、各関係機関と連携し生活環

境の保全に努めます。 

 健全な行財政運営について 「第四次南風原町行政

改革大綱」が令和４年度で最終年度になることから、

引き続き「行政改革大綱実施計画」に定めた具体的な

取り組み事項を推進し、効率的な行政運営に努めると

ともに、これまでの取り組みを評価・検証し、更なる

行政サービスの向上を目指し「第五次南風原町行政改

革大綱」を策定します。 

 また、第三次財政健全化計画につきましては、町民



 

皆様のご理解・ご協力により着実に財政状況が改善さ

れております。健全化計画も令和４年度が最終年度と

なりますが、社会情勢等の状況の変化に柔軟に対応し

ながら、健全で持続可能な財政運営に努めます。 

 今後も引き続き、南風原町に「住みたい」「住んで良

かった」「ずっと住み続けたい」、そう思っていただけ

るような魅力ある町づくりに、誠心誠意取り組みます。 

 予算編成について 令和４年度の予算編成は、これ

まで申し上げた施策に重点を置き、引き続き新型コロ

ナウイルス感染症対策を講じながら、子ども子育て支

援、教育環境の整備、各種福祉サービスに重点的に予

算を配分し、各施策を推進するために幅広く予算を計

上しています。結果、一般会計予算総額は15,815,564

千円となり、対前年度比1,078,369千円、7.3％の増と

なっております。 

 おわりに 以上、令和４年度の町政運営についての

考え方と主要施策の概要などについて述べました。 

 予算以外の審議案件として議案11件、また、追加議

案として数件提出する予定でございます。令和３年度

補正予算の議案については、先議案件とさせていただ

き議員各位の慎重なるご審議の上、議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。令和４年３月４日、南風原町

長 赤嶺正之。ご清聴ありがとうございました。 

○議長 玉城 勇君 以上をもって町長の施政方針を

終わります。 

 

日程第６．議案第５号 南風原町職員定数条例の一

部を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第６．議案第５号 南風原

町職員定数条例の一部を改正する条例を議題とします。

まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第５号 南風原町職員定

数条例の一部を改正する条例 南風原町職員定数条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。

提案理由としまして、社会情勢の変化に対応するため、

部局別の職員定数を変更したいことから、条例を改正

する必要があるため提案をいたします。内容について

は、担当のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第５号、資料

１をお願いいたします。資料１と議案第５号の新旧対

照表も併せてお願いいたします。それでは議案第５号 

南風原町職員定数条例の一部を改正する条例について

概要を説明いたします。改め文を読み上げて説明しま

す。別表町長の事務部局の職員の項定数の欄中「147

人」を「153人」に改め、同表中「67人」を「61人」に

改める。附則 この条例は、令和４年４月１日から施

行する。改正理由は、多様化する住民ニーズや人口増

による業務量の増、新型コロナウイルス感染症対策な

ど社会情勢等の変化に対応するためであります。なお、

町長の事務部局の職員を「６人」増、教育委員会の事

務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員

を「６人」減で、合計「219人」の増減はありません。

改正後の職員定数は、議会事務局「４人」、町長部局「147

人」から「153人」、教育委員会部局「67人」から「61

人」、農業委員会「１人」の合計「219人」となります。

令和４年４月１日からの職員配置を、議会事務局「３

人」、町長部局「140人」から「152人」、教育委員会部

局「59人」から「60人」、農業委員会「１人」の合計「203

人」から「216人」の配置を予定しております。 

 続きまして、裏面の資料２をお願いいたします。同

資料は、県内類似団体の職員定数の一覧表となります

ので、お目通しをお願いいたします。以上が議案第５

号南風原町職員定数条例の一部を改正する条例につい

ての概要です。ご審議のほど宜しくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それでは何点か質疑をさせてい

ただきます。委員会付託も予定されていますので、委

員会で答える部分はその部分でご回答をお願いしたい

と思います。まずこの定数改正ですけれども、この説

明文を見ると定数を改正するんだけれども、実際には

概要説明の下から８行目あたり、令和４年４月１日か

らの職員配置で見ると町長部局が140人から152人、教

育部局が59人から60人、そして合計で203人から216人

という説明がありました。これで見ると定数は定数と

して置いておいたとしても、この説明で見ると職員配

置を増やすというふうに読み取れるわけです。それに

当たって、どのような分析をされたか。私はこれまで

何度も一般質問の中で職員の適正配置、定数増も含め

てやったらどうかという提案をしてきた立場なので、

実際の職員配置が増えるということは非常にいいこと

だというふうに感じます。ただそれについては、やは

り仕事内容をしっかり精査した上で、やっぱりこれま

で過重だったとか、もしくは手厚くしたほうがやっぱ

り南風原町の発展に寄与するとか、やはり実務に応じ

た分析が必要だと感じるわけです。ですのでまず１点

目には、どのような分析をされた上で今回の配置になっ

たのか教えていただきたい。 

 次に、それも分析に基づきますけれども、この定数



 

改編というところで、実際はどんなに定数をいじった

としても職員配置をされるかどうかというのが一番な

んですけれども。この定数でいくと教育部局から町長

部局への人数の異動というふうになっていますけれど

も、これについては根拠としてどういう考えなのか。

先ほどの業務分析なのか、それとも今回資料として出

していただいている近隣との比較というか、適正配置

の問題、どういう分析なのか、これについても教えて

いただきたい。 

 ３点目には、この職員配置については、当然職員の

数によって交付税算定されるというふうに理解するわ

けです。職員定数を増やせば、実際に配置を増やせば

やはり行政としてかかる事務量というか、そういった

ものが変わるわけですから、そういった場合の財源、

この交付税措置の状況について、配置人数によって算

定されるのかどうか。つまり職員を増やしたとしても、

やはり交付税算定がされるのであれば財源的な裏付け

は全くゼロではないわけですから、そういった交付税

措置についてはどういうふうになるかどうか。その点

について教えてください。 

 そして４点目に、具体的には、これ部局で説明され

ていますけれども、議会事務局が１名減というふうに

は、議会事務局は少ない人数なので１名減というのは

分かるんですけれども、どの課で、どの部署で減って

どの部署が手厚くなるのか。課とか業務の内容、そう

いったところになると思いますので、そのあたりを教

えていただきたい。以上、４点よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは、ただいまの仁士

議員からのご質疑に対してお答えいたします。まず全

体的な分析としましては、現在人口の増、また先ほど

提案理由にもありましたとおり人口の増による業務量

の増、また社会情勢、コロナウイルスの対策、またそ

れの影響を受ける社会的経済、町の経済対策、各種の

全ての部局でコロナ対策が求められている状況であり

ます。そのようなことから、全体的に業務量が増えて

いることから、これまで過重業務負担であったものを

軽減する、またさらに強化するという観点から今回の

見直しに至っております。また教育委員会からの役場

部局への移行については、これまで教育委員会の定数

については、中学校の学校の事務、また調理場の調理

員の方々の退職による会計年度任用職員への移行に

よって定数枠があったということもあります。また幼

稚園の園長が以前は定数に入って、職員の手当として

支給していたことから、こちらのほうは小学校の校長

先生方が兼務してやっていたことから定数に入れない

といけなかったと。しかし非常勤職員となったことか

ら定数から外れることになったためなど、様々な要因

で実際の定数よりも、配置人数よりも定数に枠があっ

たということがあります。そのことから今、役場部局

でかなり業務が圧迫しているということで、定数増の

必要性があったことから、その枠を教育委員会部局か

ら移行して総合計の219名は変わらないということと

なっております。 

 また職員採用についての交付税措置については、以

前は逆に行革を促されておりまして、職員の人件費減

額分を見込んで、これを交付税に措置するよという流

れがありました。基本的に交付税はサービスを受ける、

例えば小学校の児童生徒、総人口だとか、サービスを

受ける人たちの人数によって、定数によって交付税が

上がることはありますが、役場職員の人数が増えたか

らといって、これが算定されるということはありませ

ん。基準として幾らと見込んで単位表は決まりますか

ら、これが役場職員数が増えたことによる財源補塡は

ないものと考えております。 

 具体的に各部、各課ということがありますが、これ

は現在コロナワクチン接種のプロジェクトチームで５

名、低所得者対応する臨時交付金対策による職員を配

置していることから、それぞれの各部各課で派遣して

いるところが、今減になっていますので、そこら辺の

派遣している部署へまず復元ですね、そこへの配置を

主に考えた提案となっております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 まず１点目のどんな分析をした

か、仕事の内容等、総括的にはご答弁いただきました。

理解はします。ただやはり総括的な判断だけなのか、

それともやはり業務分掌もありますよね、業務分掌の

見直しだとか聞き取り調査だとか、様々な職員の仕事

の現状をどういう調査をしたのか。当然、普段からこ

の部課長の皆さんが認識している感覚は理解できます。

ただやはり調査としての裏付けがどういうことなのか

というのを再度お答えいただきたいと思います。 

 ２点目の教育部局から町長部局への異動に関しては、

今のご答弁でいくと、現状に即した、現状に合わせた

配置を考えたときに、結果としては定数の異動を行っ

た上で現状に即して町長部局を強化したというふうに

聞こえるわけですけれども、そのような理解でいいか

どうか、再度確認のために伺います。 

 ３点目の交付税の件は、分かりました。職員人数に

は関係なくということですけれども、これについては

後ろの比較表も参考にはなると思いますけれども、私

としては少ない人数でぎりぎりな業務を行うよりも、



 

やはり人一人の能力をしっかり発揮するためにも、私

は職員を増やしてその方の業務量をしっかり担保する、

そういったことのほうが町民サービスにはつながると

いうふうに理解していますので、ここは財源の考え方

ですので、これについては私はそういう思いですとい

うことです。 

 ４点目には、これもコロナ対策を含め、その現状減っ

ている部署への復元が主だというふうに理解しますけ

れども、その感覚でよろしいかどうか、これも確認で

す。１点目だけもう少し詳しく教えていただければと

思います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

まず分析なんですが、主に分析したのは業務の量です

ね、事業費の量、他市町村との比較等を中心にして今

回提案となります。また教育委員会と役場部局の移行

なんですが、我々役場部局だけではなくて教育委員会

自体も職員は実際には増となりますが、両者ですね、

全体的な視点から組織の強化を図るための提案となっ

ております。 

 主にコロナ対策での補塡と、またある職種ですね、

今回社会情勢の変化によりいろんな職種、専門性を持っ

た職種が必要となっていることから資格を持った職員

配置をしていくことからの要因となっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 最後ですので、先ほど言った分

析の在り方、事業量とか事業費とかいろいろなものが

ありますけれども、その部分と、あと実際の人の異動

ですね、これについて分かる形で資料というか、提供

していただけますか。ここではトータルの数しか書か

れていません。例えばコロナチームにどこから何名行っ

ているとか、だからここが補塡されるとか、そういう

ことを。町長部局の異動にしても、先ほど部長が答弁

でおっしゃっていた、実際には会計年度任用職員とか

定年延長、再雇用で賄っているとか、専任園長とかい

ろいろありましたけれども、その辺も含めて見える形

で示していただきたいと思います。これは要望したい

と思いますが、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 こういった資料は手元にあ

りませんが、分かる形で、できる範囲で説明できる資

料を委員会で提供していきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑はありませんか。13

番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 今回、所管になった、付託され

る予定になっている総務民生委員会の一人ではあるん

ですけれども、質疑しておきたいと思います。今、仁

士議員からも幾つか質疑がありまして、こういう結論

を出してきた過程、経過が分かるような、それぞれ持っ

てきた根拠となる資料は、是非委員会に提出をしてい

ただきたいと思いますが、今あった、例えば業務の量

の分析を行ったということだったかと思うんですが、

これをどのように検討したのか、そういった資料も提

出をいただけるということで理解していいかどうか、

確認したいと思います。 

 それと議会事務局が４人のままとなっているけれど

も、新年度では３人になると、する予定ということで

すよね、そのように読み取っていますけれども、そう

いう理解でいいかです。この場合、ずっと分からない

んですけれども、議会事務局の職員というものについ

て、その人事権というのはどのようになっているのか

どうか。私は議長に人事権はあるんじゃないのかとい

うふうに考えているんですが、実際上、実務の運営上

はそうなっていないように見受けられます、この間ずっ

とですね。その点をどう理解しているのか。私は議長

には人事権はあるというふうに思いたいというか、ど

うもその根拠を探しきれないではあるんだけれども、

議長の人事権はどうなっているのか。この件について、

町長、この提案をされてきた中でどのように理解され

るのか、お伺いします。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

まず１点目の資料につきましては、できる範囲で提供

していきたいと考えております。また議会事務局の人

事権については、これは議長が発令しますので議長名

で辞令は交付しますので、我々としては議長に人事権

はあると理解しております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 できる範囲でと言うんだけれど

も、これは個人情報で、そういったふうなセンシティ

ブな情報でなければ基本要望されれば出すというのが、

私は当然だと思いますので、できる範囲で出すなどと

いう答弁ではなくて、当然出すという答えを予想して

おりましたが、そういう理解じゃないのか確認します。 

 それから議長の人事権があって議長の辞令だという

ことですけれども、現時点でですけれども、次年度は

専従職員を３名置くということについては、私は議運

のメンバーの一人でもあるんだけれども、特に相談は

ございません。私の記憶に関する限り。それに関すれ

ば、今の時点では実質的な点で辞令に議長名で載って

いようがその定数そのものについて議会が関わってい

ないと判断せざるを得ないわけですが、この点いかが



 

ですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 資料の提供については、今

提案があった時点で、今持ち合わせておりません。こ

れから職員が作成していきますので、その委員会まで

にできる形で作成しないといけないことから、時間的

な制限もあることからできる範囲での提供ということ

で表現しております。 

 また議会の人事権については、議長がということに

なっておりますので、我々は議会の人事については議

長の下にあるというふうに理解しております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 不思議な話で、結論を出して議

会に提案しているわけですから、皆さん十分に審議、

検討してこのような提案をされているわけでしょう。

この根拠となるものを今から準備する、こんなおかし

な話はない、そうでしょう。結論は出してあるわけだ

から、何人かで、勝手に一人で決めたわけじゃないは

ずですよね、集団的に議論されてきたはずだ。であれ

ば客観的なそういった資料がなければ、これは提案で

きるはずないんですよ。新たな、別々な資料を一つに

まとめて出せとかということであれば別だけれども、

結論を出されているんだから、皆さん方の中では。そ

の結論を導くに当たって利用した、活用した資料を出

せと言っているわけですから、今の答弁は私は認めら

れないと思います。 

 それから議会事務局長に伺います。議会事務局長は

例規審議会等に出たり、この議案を議会に上程するに

当たって関わってきたはずです。その中で、今、私が

総務部長とやり取りをした、議会が４名から３名に新

年度から減らされるということについて把握していた

はずですよね。これが議長、少なくともこの間、議運

の中では全く話にも上っていないので、この点につい

て事務局の中ではどのようになっていますか。お伺い

します。 

○議長 玉城 勇君 議会事務局長。 

○議会事務局長 比嘉勝治君 お答えいたします。現

在、一人職員がコロナの給付関係で異動になっていま

す。これは一時的なことということで、みんなで協力

していこうと、緊急補正もあるので協力していこうと

いう観点から、一人応援に出すことは了解いたしまし

た。ただこれは期限付きであって、説明を受けた段階

で12月からでしたか、長くて今年の10月ぐらいまで給

付関係が出てくるので、それの処理のために応援を出

してくださいと協力願いがありましたので、全庁体制

で今応援をしているところですので、その点に関して

は了解をしました。それで山中さんが出向しているん

ですけれども、10月にはまた戻してくれるというお話

がありましたので、定数は４名で現在３名ですよとい

うのは理解しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時41分） 

再開（午前11時44分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。13番 大城 毅議

員。 

○13番 大城 毅君 さっきは……。 

（「３回目」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 休憩で続けて聞いてください。

休憩します。 

休憩（午前11時44分） 

再開（午前11時45分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。ほかに質疑ありま

せんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第５号 南風原

町職員定数条例の一部を改正する条例については、総

務民生常任委員会に付託します。 

 

日程第７．議案第６号 南風原町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第７．議案第６号 南風原

町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。まず、提出者

から提案理由の説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第６号 南風原町会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 南風原町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり提出いたします。提案理由といたしまして、公

的部門（保育等）における処遇改善事業の実施につい

て（令和３年12月24日付け総行給第80号総務省自治行

政局公務員部給与能率推進室長通知）に基づき、町立

保育所等に勤務する会計年度任用職員の賃金を改善し

たいことから、条例を改正する必要があるため提案を

いたします。内容等については、担当のほうから説明

をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第６号資料及



 

び新旧対照表をお願いいたします。それでは議案第６

号 南風原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について概要を説明

いたします。 

 まず改正の目的、この条例は、新型コロナウイルス

感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる中、最

前線において働く、幼稚園、保育所における幼稚園教

諭、保育士等の処遇改善のため、令和４年２月からの

収入を３％程度引き上げることを目的とした、国の「公

的部門（保育等）における処遇改善事業の実施につい

て」に基づき、本町の幼稚園、保育所に勤務する会計

年度任用職員の「給料の調整額」の規定を追加し、２

月に遡って処遇改善を行うための提案となります。 

 改正内容、第５条の次に給料の調整額として、第６

条に「給与条例第９条の規定は、フルタイム会計年度

任用職員について準用する。」の１条を加える改正で

す。また、その１条を追加することにより、改正後の

５条以下を１条ずつ繰り下げることや、繰り下がる適

用条項の改正となります。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の

南風原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例は、令和４年２月１日から適用する。以上が議

案第６号南風原町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についての概要

です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それではお伺いします。これは

国の処遇改善と、国の改正によるものだというふうに

理解しますけれども、ここでは今回のこの条例につい

ては会計年度任用職員ですが、そもそも正規職員につ

いては、この元の給与条例第９条ですか、これで担保

されているというふうに理解してよろしいのかどうか。

要するにここは制度上、会計年度任用職員、そこに元

の給与条例の適用を準用すると。だから元の正規職員

自体はそもそもの条例で担保されている、そういうふ

うに理解してよろしいかまずお伺いしたいと思います。 

 次に、具体的な引き上げ額と、そして人数、それに

伴う金額等々を示していただきたい。比較のためにも、

これについては直接この条例とは関係ありませんけれ

ども、正規職員についても引き上げられているのかど

うか。この辺の比較ができるように、その辺を示して

いただきたいと思いますが、ご答弁いただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 今回の条例の提案について

は、あくまでも宮平保育所、幼稚園に勤務する会計年

度任用職員を対象とした提案となります。職員に対し

ては通常人事院勧告に基づいて給与の見直しがされま

すが、それに基づいて我々は対応していきますので、

今回は職員は対象となっておりません。会計年度任用

職員のみの対象となっております。また会計年度任用

職員の額については、フルタイムの幼稚園、保育所の

保育士、幼稚園教諭は約9,000円が基準となって、そこ

にはいろいろな職種があります。またフルタイムでな

く時間で勤務しているとか、そういった人たちの逆算、

9,000円を基準に算定して調整をしております。給与の

予算的な総額となると約930万円を見込んでの提案とな

ります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 まず１点目ですけれども、この

改正目的の概要説明の資料でいくと４行目の真ん中あ

たりに、国の公的部門における処遇改善事業の実施に

ついてというふうにありますけれども、これ自体が会

計年度任用職員だけを指しているんですか。当然、僕

の理解では、当然職種は分かりますよ、職種は幼稚園、

保育園なんですけれども、幼稚園、保育園にも正規職

員がいますよね。その人たちは対象外という理解なん

でしょうか。そのあたりをはっきり分からないので、

再度確認をしたいと思います。 

 あと具体的な引き上げ額についてはおおむね9,000

円というふうにご答弁いただきました。これは事前に

議運でも伺っていましたけれども、トータルで930万円

ということは、当然その人数とか内訳があるというふ

うに理解しますけれども、それについては示していな

いということですか。僕は示していただけないかとい

う質疑だったので、総額は分かりましたが、この内訳

を示していただけるかということですので、再度ご答

弁お願いしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 まず対象なんですが、こち

らのほうは各法人保育園に勤務する方、またいろんな

学童とか幅広い対象になっておりますが、我々の町の

職員については宮平保育所、幼稚園を対象にするとい

うふうにしております。職員については、近隣市町村

も確認したところ引き上げはないということから、各

市町村との均衡等を考慮して会計年度任用職員のみの

対象としております。 

 また額について、すみません。先ほど答弁漏れがあ

りました人数については90名を見込んでおります。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 １点目については、理解はしま



 

したけれども、ただ何か僕からすると国の制度改正と

いうのは国会の議論を聞いていても、何か公的なとこ

ろからしっかり上げるよう担保しましょうよという議

論だったと思うんですよ。だけれども本町の正規の保

育園、幼稚園職員には適用しないということで、ちょっ

といいのかなというのが疑問なんです。適用しなくて

いいという根拠を、近隣市町村に聞いたというのは分

かるんですけれども、本来の議論でいけばしっかりと

業務に当たっている公的部門を上げようという理解を

していたものですから、そこはちょっと疑問が残って

おりますので、もし解決できるこれだというのがあれ

ば再度答弁いただきたいのと、あと90名の内訳を示し

ていただきましたけれども、先ほど部長自身がいろん

な業務の内容がありますと言っていたので、僕自身は

細かく、当然預かり保育だとかは入らないわけですよ

ね、パートタイムの皆さん、ここフルタイムという規

定になっているわけですから。そのフルタイムの会計

年度任用職員というのがどういう職種でどういう配置

になっているのかというのが分からなかったものです

から、その内訳を示していただきたいということです

ので、人数と金額だけだと職種が１つだったらいいん

ですけれど、その辺がちょっと説明不足じゃないかな

と思いますので、３回目ですので、足りないところは

委員会でも結構ですから再度お答えいただいてよろし

いですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

まずは職員、なぜ非常勤だけかというのは、職員は現

場もありますがほかの職員との均衡、また他市町村と

の均衡等を総合的に勘案して今回は対象外としており

ます。また職種についてなんですが、先ほど今回の条

例改正はフルタイム職員とありますが、パートタイム

職員はまたフルタイム職員に準ずる形の契約規定に

なっていますので、今回の対象となるのはフルタイム

職員だけではなくてパートタイム職員、この宮平保育

所、また幼稚園に勤務する全ての会計年度任用職員が

対象となります。職種にすると保育士、管理栄養士、

保育所用務員、保育所補助員、登録保育士、調理補助、

幼稚園教諭、特別支援員、幼稚園事務等、約10種の職

種で90名となっています。全ての会計年度任用職員が、

この施設で勤務するのは対象となっております。以上

です。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時57分） 

再開（午前11時58分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 先ほど提案理由からもあり

ましたように、根拠、この改正の根拠は公的部門にお

ける処遇改善等の実施についての通知、この元は補助

金要綱の通知で定められたことから、そういった職員

については対象から外すということは町の判断ででき

るというふうに理解しております。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑がありますか。14番 

宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 今の照屋仁士議員の質疑で、会

計年度任用職員の給与の調整等、約３％程度引き上げ

るということは理解できました。ところでこの議案の

新旧対照表とかいろいろ見ていても、どこでどう３％

上がるのかというのを僕は理解できないんですよ。変

わっているのは、例えば６条のほうで線を引いてあり

ます給与条例第９条の規定はフルタイムで云々書いて、

準用するということ、あとは全部一緒なんですね。条

項を移動しただけなので、どこでどう３％上がるのか

というのが分からないんですけれども。この６条の規

定のほうに給与の台帳か何かあって、そこで上がると

いうことなんでしょうか。この辺の説明をお願いした

いと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

まず給与条例の６条に準ずるということの理由は、こ

ちらのほうは職員の給与条例については、調整額を支

給することができるということとなっております。こ

の調整額について準用するということの改正でありま

して、それは幾らになるかというのは、また規則で定

めていくことに、規則で明記されることになりますの

で、今回の改正の主な改正点は調整額を支給すること

ができるというふうな内容となっております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 分かりました。そのところでは

調整額、要するに今度の条例では調整額を支給するこ

とができると。説明では３％程度でやっていますけれ

ども、幾らかはまだ分からないわけですよね。皆さん

方、規則のほうでやらないと、それは先ほど当初は10

分の10国から、９月まではということで、あとは自前

でやっていかないといけないんですけれども。その辺

でも額が変わってくるというのがあるんですか。国の

ほうは10分の10ですから最初、３％程度じゃなくて５％

でも、10％でも来るのかな、この辺は。どうなんです

か。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 基準としていましたフルタ

イムの保育士がおよそ３％で9,000円を見込んでおりま



 

す。フルタイムですから、この方の9,000円を参考に、

実際に時間でそれぞれ形態が違いますので、時間で割

り戻したりとか、そして一人一人の金額が出てくるこ

とになっております。また国からの補助は9,000円の10

分の10ということの補助額となっております。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後０時02分） 

再開（午後０時03分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。ほかに質疑ありま

せんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６号 南風原

町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例については、総務民生常任委員

会に付託します。 

 休憩します。 

休憩（午後０時03分） 

再開（午後１時09分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 

日程第８．議案第７号 南風原町男女共同参画推進

条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第８．議案第７号 南風原

町男女共同参画推進条例を議題とします。まず、提出

者から提案理由の説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第７号 南風原町男女共

同参画推進条例 南風原町男女共同参画推進条例を別

紙のとおり提出いたします。提案理由としまして、こ

の条例は、南風原町の男女共同参画の推進に関する基

本理念を定め、町、町民、事業者、教育関係者、自治

会等及び各種団体の責務を明らかにすることにより、

全ての人が互いの人権を尊重し、自分らしく暮らせる

男女共同参画社会の実現を目指すために、この条例を

提案いたします。内容については、担当のほうから説

明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第７号、資料

をお願いいたします。議案第７号 南風原町男女共同

参画推進条例について概要を説明します。経緯 男女

共同参画基本法に、地方公共団体の責務として「男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた

施策の展開が求められており、これまで男女共同参画

計画を策定し取り組んできましたが、より実効性を高

めることと、施策を推進する際の根拠として条例を制

定することになりました。 

 概要 第１条では、条例制定の目的、第２条では各

用語の定義について規定し、第３条では、男女共同参

画の推進に関する基本理念について規定しています。

第４条では、男女共同参画の推進は、町及び町民等が

連携協力し協働のもと行うことを規定しています。第

５条から第10条までは、男女共同参画の推進に関する

町、町民、事業者、教育関係者、自治会等、各種団体

の責務について規定しています。第11条、第12条では、

あらゆる分野における人権侵害の禁止と情報発信にお

ける表現の配慮について規定しています。第13条では、

男女共同参画計画の策定にあたっては、町民等の意見

を反映させ、南風原町男女共同参画推進会議の意見を

聴き、総合的かつ計画的に実施できる計画を策定する

ことを規定しています。第14条及び第15条では、町の

各施策における男女共同参画を推進するための配慮と、

町の防災及び復興分野における男女共同参画の視点を

踏まえた必要な措置を講ずる旨規定しています。第16

条では、すべての人がさまざまな活動を両立し、男女

共同参画を推進するための情報提供や、必要な支援に

ついて規定しています。第17条では、男女共同参画を

推進するための、事業者と町の積極的改善措置につい

て規定しています。第18条から第20条では、男女共同

参画を推進するための啓発活動や、町の施策の実施状

況の公表など、町民の理解を深めるための情報提供と

必要な調査研究について規定しています。第21条では、

男女共同参画の推進を図るため、毎年６月に男女共同

参画月間を設けることを規定しています。第22条では、

男女共同参画を推進するための活動を行う町民等への

支援について規定しています。第23条では、男女共同

参画の推進体制について規定しています。第24条では、

条例施行における委任事項について規定しております。 

 附則 第１項、この条例は、令和４年４月１日から

施行する。第２項では、３月に策定予定の第三次南風

原町男女共同参画計画が本条例の13条の規程により策

定された計画であることを規定しています。以上が議

案第７号南風原町男女共同参画推進条例についての概

要となります。ご審議のほどお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７号 南風原



 

町男女共同参画推進条例については、総務民生常任委

員会に付託いたします。 

 

日程第９．議案第８号 南風原町こども医療費助成

条例の一部を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第９．議案第８号 南風原

町こども医療費助成条例の一部を改正する条例を議題

とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めま

す。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第８号 南風原町こども

医療費助成条例の一部を改正する条例 南風原町こど

も医療費助成条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出いたします。提案理由といたしまして、こども

医療費助成の対象年齢を引き上げること等に伴い、条

例の一部を改正する必要があるため提案をいたします。

内容等については担当のほうから説明をさせていただ

きます。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 それでは私のほうで概要を

説明いたします。今回は対象年齢拡大のための条例改

正でございます。新旧対照表をご覧ください。改め文

を読み上げます。南風原町こども医療費助成条例の一

部を次のように改正する。第２条第１号中「15歳」を

「18歳」に改め、「又は学校教育法第１条に規定する中

学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

の中学部を卒業する日若しくは終了する日の属する月

の末日までの間にある者」を削る。附則（施行期日）

１項 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）２項 改正後の南風原町こども医療費助

成条例の規定は、令和４年10月１日以降の診療分に係

る医療費から適用し、同日の前日までの診療について

は、なお従前の例による。以上が南風原町こども医療

費助成条例の一部を改正する条例の概要でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それでは２点お伺いします。今

回のこども医療費助成ですね、18歳まで引き上げ、非

常にすばらしいことだというふうに思います。町長を

はじめ執行部の皆さんの熱意というか、非常にありが

たいなというふうに思います。そこで非常にいいこと

ですけれども、中身について少し確認をしたいと思い

ますが、今回の条例改正によって、これまで15歳だっ

たのが18歳に引き上げられる。これは当然、背景とし

ては県の状況が変わったということもあるというふう

に思いますけれども、これによって南風原町では実質

的な負担額とか、そういった予算的なものが少し変わ

るのかと感じます。実際のこれまでの制度の中で負担

していた金額がどのようになって、また18歳まで拡大

することによってどうなるのか、そのあたりを教えて

いただきたいと思います。 

 そして２点目には、この条文で見ると新旧対照表で

あるとおり学校関連の文言が今回抜かれております。

これも私も非常にいいことだなと思うところですけれ

ども、その背景、理由について経過をご報告いただけ

ればと思います。以上２点お願いします。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。まず

１点目の質問についてですが、今回の予算に関する部

分は令和４年度の当初予算にも計上しておりますが、

今回本町が受ける補助金が県のほうで中学生まで拡大

をする、医療費無償化の対象年齢が中学生まで拡大す

ることによって5,075万2,000円増えることとなります。

約5,000万円です。高校生まで本町の無償化の対象年齢

を拡大することによって2,054万円増えることとなりま

す。約2,000万円増えることとなっております。以上が

大まかな予算の内容となっております。 

 また今回の条例において、改正前の規定において中

学校在籍時においても適用される旨の規定がございま

したが、今回この規定を削っております。内容として

は15歳の卒業の年までを医療費の無料化の対象にして

おりましたが、何らかの理由で16歳、17歳になっても

中学生に在籍をしている場合には適用されるという旨

の規定でございましたが、我々中学校までの医療費無

償化の年齢を拡大した以降、その適用に該当する案件

はございませんでした。ちなみに中学校のほうにおい

ても、そういった対象となるような人もございません

でした。今回、対象年齢を18歳まで年齢拡大すること

において、18歳の卒業年次までということで今回規定

して、今後の施策に展開していこうという考え方でご

ざいます。 

 今の答弁につけ加えます。この規定を削った背景に

は、中学生までの卒業年次まで以外に、そういった特

段の事由で中学校に在籍しているような案件はござい

ませんでしたということが背景にございまして、今回

また年齢を拡充することによって18歳に年齢拡大する

ことから、また高校生などにおいては様々な理由で18

歳の卒業年次を過ぎても高等学校に在籍をしていると

いうようなことが考えられるものでございますが、本

町としては18歳の卒業年次までの対象とすることに決

定いたしました。 



 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それでは細かい予算的な数字、

年度ごとの数字を僕も現在記憶はしておりませんが、

１点目の予算的な負担、実質的な負担については県の

制度改正によって南風原町の負担というのは高校まで

延ばしたとしても、以前は5,000万円近くの自己負担が

あったけれども、高校まで延ばしても2,000万円ぐらい

で済むという考え方ですか。これは人数によるのか制

度によるのかちょっと分かりませんけれども、そのあ

たりを確認したいと思います。 

 もう１点、２点目の学校関係の条文を外したことに

ついて、当然運用上の状況の説明はいただきましたけ

れども、私の視点でいくと18歳というのは高校生もい

ますけれども社会人もいらっしゃいます。そういった

中で当然会社で社会保険等、そういったのがあれば制

度も変わってくるのかもしれませんけれども、そういっ

た学校に通っていない方々についても対象になると読

み取れるわけですけれども、そういうことでよろしい

か。以上、２点よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。まず

１点目の予算に関連するご質疑については、今回沖縄

県のほうが中学生まで対象年齢を拡大することによっ

て、本町に入ってくる補助金が増額となります。その

額が約5,000万円だということになります。高校生が、

我々本町のほうは10月１日以降は高校生までを対象に

することによって約2,000万円の歳出が増額するという

説明でございます。年齢の適用については18歳に達し

た３月31日までということで規定しておりますので、

社会人であるとか高等学校に在籍しているというよう

な要素は、どちらも含まれる要件となっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 １点目のものですね、単純な補

助金の額だけではないと思いますけれども、いろんな

差引制度とかペナルティーとかいろんなのがあったの

で。ただ大幅に違うなと思ったものですから人数なの

かと聞きましたが、日付が違うと、適用する。１年間

で5,000万円、これは10月からの半年で2,000万円とい

うことですから、単純計算でいくと1,000万円ぐらいは

減るのか。当然県外に行かれる方とか、そういった人

口の推移も予測されるというふうに思いますが、再度

そういう理解でいいのかどうか。 

 あと学校関連のものでも趣旨は分かりました。ただ

僕が聞いたのは、中学校というのは義務教育ですから

事情があったとしてもほとんどの方は学校へ行くわけ

です。今は進学率が相当高いと言っても、高校の場合

はどうしても行かれない方も、中退される方もいらっ

しゃる。だけれどもその方々も対象になるというご答

弁でしたので、非常にいいことだなと、確認の意味で

した。１点目だけ再度、すみませんけれどもお願いし

てよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 １点目の質疑については、

議員が質疑されたとおりが回答となります。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。14番 

宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 １点だけお伺いします。附則の

ほうの２ですけれども、令和４年10月１日以降の診療

分からとなっているんですけれども、これはなぜ10月

１日なのか、多分、県のほうがそこからやるというこ

となのかな。それともしそうであるんであれば、４月

１日から施行するんであれば４月１日から対応すれば

いいんじゃないのかなと思うんです。例えば県のほう

が遅れて10月からであったにすれば、その間は町が、

少なくともさっきの話では県のほうが中学校卒業まで

することによって5,000万円余り要するに浮くわけです

から、それで高校まで行っても5,000万円しかかからな

いということは、3,000万円ぐらい浮くような感じがあ

るんだけれども、その分だけでもできるんじゃないか

なと思うんですけれども、その辺お伺いします。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。今回

の予算のほうに令和４年度の高校生対象年齢拡大分を

予算のほうに提案いたしますが、４月以降システムの

改修などを行いまして、今、中学生までのものの受給

者証というものを各家庭の対象者の保護者がお持ちな

んですが、それをまず高校生のものまでに切り替える

作業、あるいはまた高校生の新しく適用される方々に

も新しく受給者証を配る、医療機関、県と国保連合会

との調整などを踏まえて、今回の条例改正を行いまし

て４月１日以降周知も兼ねて準備を行いまして、10月

１日からの診療分から適用をしていきたいと考えてお

ります。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 この受給者証といいますか、そ

れがないと要するに実行ができないということですか。

要するに年齢が分かる、そういうのがあればできると

いうものではないんでしょうか。要するに身分証明書

というか、それなりの年齢が分かるものがあればでき

ると。僕はそういうふうにすればすぐできるんじゃな

いかなと。その後からでも受給者証は発行すればいい

んであって、システムの改修ということでもあるんで



 

すけれども、その辺はシステムを改修しながらでも、

手作業でもできないのかなと思うんですが、その辺い

かがですか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。まず

この受給者証は基本的に現物給付で行うために、各保

護者が受診をしたときに医療機関で提示をして、その

無償化の適用ができるんですが、各市町村みんな違い

ますので、この受給者証を持って医療機関のほうで無

償化を証明するような形になります。ですので忘れた

ら払わないといけなくなります。また準備とかにおい

ても手作業でとなりますが、年間においても相当な件

数がございますので、非常に料金のやり取り、医療機

関のやり取りとなると、きっちりシステムのほうの準

備、周知の時間も必要ですから10月１日から進めてい

きたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第８号 南風原

町こども医療費助成条例の一部を改正する条例につい

ては、総務民生常任委員会に付託いたします。 

 

日程第10．議案第11号 南風原町民が那覇市の公共

下水道を使用することについて 

 

○議長 玉城 勇君 日程第10．案第11号 南風原町

民が那覇市の公共下水道を使用することについてを議

題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求め

ます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第11号 南風原町民が那

覇市の公共下水道を使用することについて 地方自治

法第244条の３第２項の規定により、南風原町民が那覇

市の公共下水道を使用することについて別紙のとおり

那覇市と協議するため、同条第３項の規定により議会

の議決を求めます。提案理由といたしまして、那覇市

の公共下水道を南風原町民が使用することについて那

覇市と協議する必要があることから、地方自治法第244

条の３第３項の規定により提案をいたします。内容等

については、担当のほうから説明をさせていただきま

す。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 それでは概要書面の資

料をお願いします。議案第11号 南風原町民が那覇市

の公共下水道を使用することについての概要を説明い

たします。それでは２ページ目と３ページ目をご覧く

ださい。２ページ目の協議案のとおり協議を予定して

おります。３ページ目の位置図にあります当該協議箇

所については、南風原町字新川にある環境の杜ふれあ

い公園内のトイレを那覇市の公共下水道へ接続し利用

するものです。当該箇所は、南風原町公共下水道区域

内に編入されておりますが、当分の間、本町の公共下

水道整備に時間を要するため、隣接する那覇市の公共

下水道へ接続することにより公衆衛生上の向上に寄与

し、併せて公共用水域の保全に資するものであります。

そのため南風原町民が那覇市の公共下水道を使用する

協議については、議会の議決を必要とするため提案す

るものです。以上が議案第11号 南風原町民が那覇市

の公共下水道を使用することについての概要です。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 この位置図の右下に丸く示され

ているところがトイレですね。そこはたしかおととし

でしたか、下水道課長、駐車場が先に整備されて、そ

の後トイレが完成して今はまだ使われていない状況、

ベニヤでふさがれていて使われていない状況だと思い

ます。伺いたいのは、那覇市と協議して、那覇市の下

水道管に接続したら直ちにこのトイレが使えるように

なるのか。それはいつ頃なのか。そして那覇市の下水

道に流す場合に、南風原町より料金は高めになるのか

と私は思うんですが、南風原町の下水道と那覇市の下

水道、使用する使用料の違い。当分の間、南風原町の

下水道整備が完備するまでとありますが、それはいつ

頃をめどにしているのか。 

 最後にもう１つは、環境の杜ふれあい公園は管理負

担は南風原町が15％負担していると思います。この下

水道が接続されて、下水道に流して、実際に下水道料

金が発生すると、この支払いはクリーンセンターが払

うのか、それとも環境の杜を受託している指定管理者

が払うのか。 

○議長 玉城 勇君 ちょっと休憩します。 

休憩（午後１時37分） 

再開（午後１時38分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。区画下水道課長。 

○区画下水道課長 山城 実君 お答えいたします。

まず接続に関しては、この協議が整い次第、多分環境

の杜ふれあい公園を整備しています那覇市環境施設組

合の公園担当のほうで、新年度工事で対応して使用す

ることになると思われます。 

 それと２点目のなぜ長くなったんですかということ



 

なんですが、これに関しましてはこの区域は平成29年

に公共下水道の区域に編入はされておりました。その

ときに那覇市の公共下水道を使用できるものと勘違い

した経緯がありまして、そういう経過になっておりま

す。 

 ３点目の料金に関しては、今現在手持ちの資料があ

りませんので即答することができませんので、委員会

で書類をお渡ししたいと思っております。 

 あと15％の負担金を支払いしているということなん

ですけれども、これに関しては私のほうでは即答する

ことができませんので、確認してまた委員会のほうで

説明していきたいと思っております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時39分） 

再開（午後１時40分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 整備は、下水道も下流

のほうからしかできませんので、今、新川のほうにつ

いては計画区域には入っていますけれども、下流側の

ほうが認可が取れていませんので、当分の間、具体的

な年次というのはまだお答えできません。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 どうもありがとうございます。

あとは委員会のほうでよろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。よろ

しいですか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第11号 南風原

町民が那覇市の公共下水道を使用することについては、

経済教育常任委員会に付託します。 

 

日程第11．議案第12号 南風原町学校給食費徴収条

例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第11．議案第12号 南風原

町学校給食費徴収条例についてを議題とします。まず、

提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第12号 南風原町学校

給食費徴収条例 南風原町学校給食費徴収条例を別紙

のとおり提出いたします。提案理由といたしまして、

学校給食法第４条に規定する学校給食に係る学校給食

費の取扱いについて、学校給食費の負担者等の学校給

食費に関する事項を明確化する条例を制定する必要が

あるため提案をいたします。内容等については、担当

のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 議案第12号の概要の説明を

申し上げます。南風原町学校給食費徴収条例の制定に

ついては別紙のとおりですが、提案理由としまして、

提案理由がありましたように学校給食に係る取扱いに

ついてを制定するものになるんですが、概要としまし

て主なものは学校給食の実施、それから給食費の負担

者及び納付の方法、困窮者等に対する減免等について

規定しているのが主な内容になります。 

 それからもう１つ、この中で督促手数料、それから

延滞金に代わる遅延損害金がこの条例の中で規定され

ている主な内容になります。まず第１条から条例の趣

旨、第２条、第３条のほうで用語等、学校給食の実施

についての規定をしております。第４条のほうで学校

給食の負担者と納付の方法について、第５条のほうで

督促の方法、督促手数料について規定しています。第

６条のほうで学校給食費負担者が納付期限までに学校

給食費を納付しなかった場合において遅延損害金、こ

れは延滞金に代わるものの徴収、計算方法について規

定をしております。第７条、第８条については学校給

食費において過納誤納等があった場合に未納の給食費

に対しての充当若しくは充当先がない場合に還付する

ことについて規定をしています。第９条のほうで困窮

者等に対する学校給食費の減免等について規定をして

います。この部分についてはこれまでもありましたが、

学校給食費については私債権の扱いになるために期限

が来ても徴収の消滅時効が消滅しないと。これについ

ては援用があって初めて消滅が完成するという形にな

りますので、一部困窮世帯等であったとしても債権が

残ったままになっているという形の部分について、困

窮世帯等についての減免等によるいわゆる不納欠損等

についてもここで規定して取扱いをしていくというこ

とでございます。条例化の意義としては、学校給食費

に関する条例を制定することによって、学校給食費の

取扱いが明確化され透明性が高まるということと、学

校給食費の負担者をはじめとする町民の皆様への説明

責任が果たせるということと、また就学援助、生活保

護受給者等の納付が困難な困窮世帯への救済の措置、

これまでずっと請求し続けていた部分での対策が取れ

るというふうなことで、この条例の制定をお願いして

いるところです。以上が議案第12号 南風原町学校給

食費徴収条例の制定についての概要となります。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。３番 岡崎 晋議員。 



 

○３番 岡崎 晋君 町長の施政のお話にもありまし

たように、学校給食で安心安全な給食を提供したいと。

学校給食事業は本当に重要なお仕事で、そのお仕事に

関わっておられる皆さん、そして徴収で苦労されてい

る皆さんには、そのご苦労をねぎらいたいと思います。

その上で教育部長にお伺いしたいんですが、この条例

はもっと早くあってもよかったんじゃないかなと思う

んですが、どうしてこの時期の提案なのか。ほかの、

例えば沖縄県内ではどういう状況なのか。そしてポイ

ントは９条だと思うんですけれども、長い間支払いき

れない方々、保護者がおられる。去年の９月の定例会

の審査意見にもありますよね、学校給食収入、滞納繰

越分において収入未収額に長期間動きがないものが見

られる。これについては適宜対処されたいと。この条

例がないと、この対処ができないということだと思う

んですが、この条例の制定によって、先ほどおっしゃっ

た不納欠損金の処理に当たっていくと思うんですけれ

ども、それはおおよそ幾らぐらいを見込んでおられる

のかお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 制定が今になっているとい

うものにつきましては、学校給食の徴収の部分につい

て、これまで債権として公会計のほうで南風原町は計

上されて議会の審議を得ているんですけれども、性質

上私債権の扱いを受けると。その辺の部分についてど

ういう手続で様々な徴収の処理をするかという部分の

勉強がなかなか進んでいなかった。その辺を突き詰め

ていくに当たって、今の時期になっているということ

で、どうしてもこの条例を制定しないと不納欠損に係

るいわゆる不良になっている債権、行方不明であると

か破産をしている方々の債権、これは南風原町側から

見ると債権放棄になります。相手側から見ると減免と

いう形になるんですけれども、そういうふうな部分を

どういった方々をどういう手続で処理をするかという

ものは条例で定めないといけないということの結論に

至りましたので、条例を作成するという形を取ってい

ます。県内では与那原町以外、その条例を持っている

市町村はございません。現状としましては、給食費の

徴収を公会計でやっている市町村も非常に少ないと。

学校自体が私債権、学校給食のＰＴＡであるとか給食

センターであるとかで徴収する形になっていますので、

学校ごとの規則であるとか教育委員会の規則であると

かで定めて、その部分で処理が行われていると。その

部分については、学校の先生たちの事務の軽減も含め

て、公会計にすることで取扱いの明確化をするように

というのが文部科学省の最近の通知で行われていると

ころです。今回、条例化することで、我々の事務とし

てもどうしても徴収できないような、行方不明者であ

るとか、あとを追っても分からないようなものについ

ても債権管理をしていますが、そのほうについては適

宜処理をするということなんですが、現在のところ調

査中で、それが今幾らになるかというところは今調査

中です。それと併せて、少しルーズになって滞納して

いる方々で、この９条に該当しないような方々につい

ては我々も適切に徴収の手続をしていくということの

段取りを今現在やっているところですので、決算のほ

うで指摘がありますように、その辺については適切な

手続でもって収納率を上げていきたいというふうなこ

とで考えております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。もう１

つだけ伺います。ざっとこの条例を見ると、保護者の

皆さんが支払う能力はあるけれどもなかなか払ってく

れないという方々もいらっしゃると思います。そうい

う保護者たちに対する対応というんですか、それはこ

の条例の中のどこかにうたわれていますか。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 この条例で今回新しくうた

われているその部分については、督促とか催促等々の

手続をしていましたが、これまで督促手数料を徴収す

ることができませんでした。今回、条例で制定するこ

とで督促手数料を徴収することができるようになりま

す。それと延滞金に代わる遅延損害金等についてもこ

ちらのほうで規定しますので、新しくその部分につい

てもそういう方から徴収する形を取っていくと。別途

そういうふうな方々についても電話の催促とか督促の

催促もそうなんですけれども、どうしてもこちらのほ

うでいろいろ折り合いがつかないような、徴収ができ

ないようなものについては、また別途の手続で徴収を

強化していきたいというふうに考えております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 今おっしゃったのは第６条の第

１項のことだと思うんですが、遅延損害金を徴収する

ものとすると。これをどのように算出するのかは、今

のところはまだつくっていないということなのかなと

思うんですが、つくっているのか。そのあたりは委員

会でしっかり説明していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。つくっていないんですね、まだ。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 この部分については民法の

適用で徴収の方法、計算の方法がありますので、委員

会のほうでまた詳細については提出したいと思います。 



 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑はありませんか。13

番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 質疑いたします。今回、条例化

して、先ほど言ったような、今の答弁などであったよ

うに明確化するということのようですけれども。今、

県外でもそれから県内でも自治体では給食費の無料化

ということが行われているように伺っています。教育

委員会は県内や県外のこうした自治体の実例を把握し

ていますか。具体的に例えば県内であれば41市町村の

うち幾つが行っているとか、そういった情報を得てい

ますか。お聞かせください。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時56分） 

再開（午後１時56分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 資料については、我々も幾

つかの市町村を知ってはいますけれども、具体的な数

等々、どういうふうな形でやっているかというのを資

料を持っていませんので、また委員会のほうで提出し

たいと思います。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 今回提案理由といいますか、説

明のほうの提案理由の説明の中でも、負担者の執行を

明確にするというふうなことをわざわざうたってある

ので、確かにこの間、町長でしたか、一般質問などで

学校給食費の無償化、利用者からすれば無償化につい

ての質問が、一般質問だったか、たしか給食費の会計

の件の質疑だったかで私がやった覚えがあるんですが、

町長はここに書いてあるような学校給食法第４条で規

定しているというような答弁で、これは保護者が負担

するものだというふうな理屈でずっと答弁されていた

ように思います。たしか教育長であった時分だったと

思います。そういうことですので、あえてそういうこ

とであれば、当然この条例提案の際にはそういったこ

とも併せて検討されただろうと私は思って、この議案

が出たので改めて質疑しているところです。幾つか実

施されているということは把握しているけれども、そ

のやり方だとかは掌握していないというふうな教育部

長の答弁だったかと思いますが、この間、そういう意

味では議会議員の中から要望もあったということも把

握していると思いますので、当然それも含めて検討さ

れたものじゃないのかなという意味で、決して議案か

ら外れた質疑だとは私は思っていません。そこはそれ

で当然検討されなきゃいけないんじゃないのかなと思っ

てのことです。その把握している分についてで結構で

すけれども、是非それはそれで委員会の中で報告をい

ただきたいというふうに思います。これについてはい

かがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 委員会のほうで資料を提供

したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第12号 南風原

町学校給食費徴収条例については、経済教育常任委員

会に付託します。 

 休憩いたします。 

休憩（午後１時59分） 

再開（午後２時09分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 

日程第12．議案第２号 南風原町議会政務活動費の

交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第12．議案第２号 南風原

町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。まず、提出者から提案理由の

説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第２号 南風原町議会政

務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理

由といたしまして、第三次財政健全化計画に基づき、

政務活動費の減額を行いたいことから、条例を改正す

る必要があるため提案いたします。内容等については、

担当のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第２号の新旧

対照表をお願いいたします。改め文を読み上げて説明

しますので、よろしくお願いします。南風原町議会の

政務活動費の交付に関する条例の一部を次のように改

正する。附則に次の１項を加える。第５項 令和４年

４月１日から令和５年３月31日までの間、第４条第１

項中「15,000円」を「5,000円」とする。附則 この条

例は、令和４年４月１日から施行する。以上が議案第

２号 南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の

一部を改正する条例についての概要です。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。３番 岡崎 晋議員。 



 

○３番 岡崎 晋君 資料に基づかないで質疑します。

この提案は、たしか今年で３回目だと思います。そう

ですね。年間18万円から３分の１の６万円に政務活動

費を削減する提案だと思いますが、３回目だと思いま

す。今回、提案するに当たって近隣の直近の状況など

は確認されましたか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 今回のこの議案の提案は、

今年度で４回目となります。近隣を確認したところ、

類似団体で昨年度までは１団体ありましたが、今回令

和４年度は近隣ではないということで、本町のみの提

案ということになっております。調査したところ、こ

の減額については聞いておりません。提案している市

町村は、我々が調査した団体ではございませんでした。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 政務活動費は私たちの議員報酬

にも大きく関わりますが、事務局に伺いますが近隣の

自治体と私たち議員報酬の実態は把握しておられます

か。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後２時14分） 

再開（午後２時15分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。14番 宮城寛諄議

員。 

○14番 宮城寛諄君 減額になってからもう４年目で

すか。議会と執行部は車の両輪のごとくというんだけ

れども、何か行政側の予算はどんどんどんどん大きく

なっていくんだけれども、議会が使うのは広報紙も値

段も削られるし議員個人個人のそういった活動費も削

られると。これは両輪のごとくどころか片車がどんど

ん早めに回っていて、議会側は全然回らないというふ

うになるんじゃないのかなと私はそう思います。要す

るにもっと、これまでなかったのが１万5,000円になっ

て、これで大分研修に行ったり、いろいろ広報を出し

たりやっていたんです、個人でも。それができなくなっ

ているという状況もあるので、これは令和３年７月１

日に出された町村議会の実態調査なんですけれども、

その中でも5,000円というのはこの中では少ないですね、

出しているところでですよ。１万円から３万円とかい

ろいろあるんですけれども、そろそろ元に戻してもい

いんじゃないのかなと。財政が厳しいというのは分か

ります。とっても厳しいとは僕は感じていないんです

けれども。議会のほうにも5,000円じゃなくて１万5,000

円に戻すとか、せめて段階的にでも１万円にするとか、

そういうことを僕は是非やってほしいなというふうに

思います。似たような町村と比べてみましても全然違

います。先ほど岡崎議員が何か質疑しようとしたら、

関係ないということでいろいろあったんだけれども。

例えば報酬の問題とか議員１人当たり町民どれぐらい

のあれを持っているかとかいろんなものを勘案してみ

ると、やっぱり議員に対するそういった出費というも

のをもっともっとやってほしいというふうに思います

けれども、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 先ほど副町長からも提案理

由でありましたとおり、今回の提案は第三次財政健全

化計画に基づく提案でありまして、その健全化計画の

計画期間が令和２年から令和４年までということで、

次年度までの計画期間となっていることからの提案で

あることをご理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 健全化計画で何年までというふ

うに打ったことは分かりますけれども、それはそのま

んま守るということも大事ですけれども、変更も、見

直すということも大事ではないんですか。今、第三次

財政健全化計画ですか、次は第四次健全化計画でその

ままという可能性も無きにしも非ず、だからそういう

計画でも見直していくということが、計画があるから

そうなんだと、皆さん方はこれまでの計画は全てその

とおり進んでいますか。進んでいないのも多いはずで

すよ、だから見直していくんでしょう。次出てくるマ

スタープランでも20年変わらないというけれども、そ

の都度変更もありますよという説明をこの前はやって

いましたよ。そういうものだと思うんです、計画は。

そういう意味からでは、計画があるからどうこうとい

う理由は僕は成り立たないというふうに思います。ほ

かに理由はありませんか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 お答えいたします。まず確

かに計画についてはあくまで計画でありまして、他の

要因で変わることはあります。我々状況の変化によっ

て住民サービス、社会情勢の変化によって他の住民へ

の影響がないようにサービス提供、福祉等の予算は確

実に計上しているところでありますが、この議案、次

の第３号、第４号については内部、我々中の経費とい

うことで、それは住民に対するサービスを低下させる

ことなく対応しておりますが、この３つの条例につい

ては是非計画どおり住民に示していくべきものである

と考えまして提案しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 町民に対する福祉を優先すると

いうのは分かります。それはそれで予算を確保してや



 

らないといけないことだろうし、だからといって議員

の政務活動費をそういうふうに削ると、議員の権能を

弱くしているというふうに私は思います。議員の皆さ

ん方も町民の福祉のために、先頭に立って頑張ってい

るわけです。そこに対する援助というのを削るという

ことではちょっとおかしいんじゃないかなと思います

けれども、再考をお願いしたいんですけれどもいかが

ですか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 ただいまの宮城寛諄議員のご質

疑にお答えをいたします。まずは議員各位におきまし

ては第三次財政健全化計画で減額というようなことで

はございますけれども、本当に過去３回にわたってご

理解をいただきまして感謝を申し上げますとともに、

誠に申し訳ないなというふうに思っているところであ

ります。議員各位ご理解のとおり、南風原町の財政が

非常に厳しい状況がありましたので、これを何とかし

なくちゃいけないということで議員方にもご理解をお

願いしたわけでございまして、おかげ様で何とか回復

の兆しが見えてきたというふうな状況でございます。

そういうこともありまして、令和４年度の予算からは

若干ではございますが計画的に、例えば直接町民の皆

さんに関係するような予算、各種団体への補助金の僅

かではございますけれども町民の皆さんにお知らせす

るという意味で、若干増額をしたという経緯もござい

ますけれども、まず内部の予算関係につきましては、

申し訳ないですけれどもあと１年、計画年度の最終年

次でございますので、やっぱり最後まで仕上げて、寛

諄議員、最後まで完走して、これだけやり遂げたとい

うようなこともいいんじゃないのかなと私は思って、

また再度令和４年度の予算も議員方にお願いをしてい

るわけでございます。そういうことで是非あとひと踏

ん張りでございますので、最終年次のご協力をお願い

たしまして、答弁といたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案第２号については、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。よって議

案第２号については、委員会の付託を省略することに

決定しました。次に、議案第２号について討論を行い

ます。討論はありませんか。まず討論については議案

に反対者の発言を許します。３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 私、岡崎は私たち議員の政務活

動費、年間18万円を３分の１の６万円に減額すること

に反対する趣旨で２つの理由を申し上げます。先ほど

事務局に私たち議員報酬を含め近隣との比較実態を把

握しているかと聞いたら、直接関連しないので答えら

れないということでしたが、把握はしていると思いま

す。きっと、そうでないとおかしいですからね。その

数字を申し上げます。皆さんも全員もらった去年７月

１日現在の町村議会議長会が発行した町村議会実態調

査集計表の36ページ、私たち議員の報酬は与那原、西

原、八重瀬で一番低いです。月間報酬も期末手当を含

めた年間の総額報酬も一番低いです、４町で。それで

私たち議員１人当たり人口何名当たるか、皆さんも把

握していると思いますけれども改めて確認します。私

たち南風原町は、議員１人当たり人口2,523人、４町平

均では1,956人、平均より22％、567人多い人口を抱え

ています。一番少ない町よりは43％、議員１人当たり

に対する人口が、1,088人も多い。しかし私たち議員の

報酬は一番低い。先ほど宮城寛諄議員も少し触れまし

たけれども、私たち議会と首長は、お互い町民によっ

て選ばれました二元代表制ですね。私たちが一番最初

に学んだ議員職員研修会では、議会と首長はお互いに

適度な緊張が保たれるべきだと、そういう意味でもこ

の政務活動費、議員の調査研究のために必要経費とし

て交付するお金、これは地方自治法で規定されていま

す。金額はそれぞれですけれども。その政務活動費が

３分の１に減らされております。私は、本土の新聞を

購読しています。政治的に最も中立だと私が思ってい

る日本経済新聞を購読しています。この購読料でこの

年間の政務活動費は全部なくなってしまいます。政務

活動費を活用することで調査にも行けない、視察にも

行けない。視察に行ったらいろいろ勉強して帰って来

て、コミュニティスクールはどうなっているんだと、

２回、３回も聞かれるから、そういうのは嫌なんだろ

うか。勉強に行ってほしくないんだろうか、勉強して

ほしくないんだろうか。私たちは一人一人議員として

の自覚と責任があると思います。そうでなければ私は

この場にはおりません。是非とも、那覇市の場合はずっ

と過去６年間削減もなく、人口は私たちより約８倍多

いんですけれども、政務活動費は６倍多い月間９万円

を継続で受けております。現在の私たちの月間5,000

円からすると18倍もの政務活動費を那覇市の議員の皆

さんは受けています。先ほど総務部長の答弁のとおり、

近隣の自治体ではもう元に戻すと、私たちだけが計画



 

の途中とはいえ政務活動費をこのまま抑えられて、私

たちの活動が十分にできないということに対して私は

賛成できません。直ちに元に戻していただきたいと思

います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 次に、現案に賛成者の発言を許

します。 

（「なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 ほかに討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。これから議案第２号 南風原

町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正す

る条例を採決します。本案は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長 玉城 勇君 起立多数であります。したがっ

て本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

日程第13．議案第３号 特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第13．議案第３号 特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。まず、提出者から

提案理由の説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第３号 特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提

出いたします。提案理由としまして、第三次財政健全

化計画に基づき、町長、副町長及び教育長の給料月額

を減額したいことから、条例を改正する必要があるた

め提案をいたします。内容等については、担当のほう

から説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第３号 特別

職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について概要を説明いたします。

改め文を読み上げて説明しますので、新旧対照表をお

願いいたします。特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。附

則に次の１項を加える。第12項 令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間、別表第１中「790,000

円」を「632,000円」とし、「645,000円」を「580,500

円」とし、「604,000円」を「543,600円」とする。附

則（施行期日）第１項 この条例は令和４年４月１日

から施行する。（特別職の職員で常勤のものの期末手

当支給条例の一部改正）第２項 特別職の職員で常勤

のものの期末手当支給条例の一部を次のように改正す

る。附則に次の１項を加える。第５項 令和４年４月

１日から令和５年３月31日までの間、第３条の期末手

当の算定の基礎となる給料月額は、特別職の職員で常

勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第12項の規

定にかかわらず、特別職給与条例別表の給料月額によ

るものとする。以上が議案第３号 特別職の職員で常

勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例についての概要です。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案第３号については、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。よって議

案第３号については、委員会の付託を省略することに

決定しました。次に、議案第３号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 討論なしと認めます。これで討

論を終わります。これから議案第３号 特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例を採決します。本案は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長 玉城 勇君 起立多数であります。したがっ

て本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

日程第14．議案第４号 南風原町職員の特殊勤務手

当支給条例の一部を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第14．議案第４号 南風原

町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を

求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第４号 南風原町職員の

特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 南風原

町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり提出いたします。提案理由としまして

第三次財政健全化計画に基づき、税務手当及び徴収手



 

当の支給を停止したいことから条例を改正する必要が

あるため提案をいたします。内容等については、担当

のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは議案第４号 南風

原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条

例について概要を説明します。改め文を読み上げて説

明しますので、新旧対照表をお願いいたします。南風

原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を次のように

改正する。附則に次の１項を加える。第７項 令和４

年４月１日から令和５年３月31日の間、南風原町職員

の給与に関する条例第15条第１項の規定にかかわらず、

別表の税務手当及び徴収手当は、支給しないものとす

る。附則 この条例は令和４年４月１日から施行する。

以上が議案第４号 南風原町職員の特殊勤務手当支給

条例の一部を改正する条例についての概要です。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 別表がないのでよく分かりませ

んけれども、私の記憶ではこれまでの総務民生委員会

でこの仕事に当たっている方々の勤務実態が現状にそ

ぐわなくなってきているというふうに聞いた記憶もあ

ります。そのために手当を支給しないことにするのか。

別表がどうしてないのか、その理由が分からないんで

すね。それで該当する職員の皆さんは、この徴収手当

を支給しないこと、もう既に支給していないのかもし

れませんけれども、支給しないこと、していないこと

に納得はしてもらっているんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 この条例の改正点のみ別表

で示しておりますので、それ以外は改正はないという

ことでご理解いただきます。またこの提案に際しては、

労働組合と事前に協議をいたしまして、同意を得ての

提案となっておりますので、対象職員も理解をしてい

ると認識しております。 

 別表は特殊勤務手当の一覧表がありまして、その中

には特殊手当は行旅死亡人取扱手当、遺骨収集手当、

感染症予防作業手当、野良犬等取扱手当、災害時等勤

務手当、用地交渉手当等が掲載されて、その中で税務

手当、徴収手当、この２つは支給を停止するという内

容の提案となっております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 幾つかいろいろ困難に直面する

だろう職種を挙げられましたけれども、その幾つかあ

る職種の中の徴収手当だけを外すということなんです

ね。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 そのとおりであります。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案第４号については、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。よって議

案第４号については、委員会の付託を省略することに

決定しました。次に、議案第４号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 討論なしと認めます。これで討

論を終わります。これから議案第４号 南風原町職員

の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を採決

します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 玉城 勇君 起立全員であります。したがっ

て本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

日程第15．議案第９号 南風原町都市公園条例の一

部を改正する条例 

 

○議長 玉城 勇君 日程第15．議案第９号 南風原

町都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。

まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第９号 南風原町都市公

園条例の一部を改正する条例 南風原町都市公園条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。

提案理由としまして、津嘉山公園が令和４年４月１日

に一部供用開始することに伴い、条例を改正する必要

があるため提案をいたします。内容等については、担

当のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 それでは議案第９号 

南風原町都市公園条例の一部を改正する条例について

概要を説明いたします。今回の主な改正は津嘉山公園

が一部供用開始を行うことと、公園所在地の表示を土

地登記簿・表題部の記載表示に改めることです。 

 それでは４ページの新旧対照表をご覧ください。本

条例第３条関連の別表第１に名称：津嘉山公園、種別：



 

近隣、所在地：南風原町字津嘉山1265番２を加え、前

ページの３ページをご覧ください。兼城公園からウガ

ンヌ前公園までの９公園の所在地表示の「00番地」の

表示から「地」を、「00番地の0」の表示から「地の」

を削る。以上が議案第９号 南風原町都市公園条例の

一部を改正する条例についての概要です。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案第９号については、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。よって議

案第９号については、委員会の付託を省略することに

決定しました。次に、議案第９号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 討論なしと認めます。これで討

論を終わります。これから議案第９号 南風原町都市

公園条例の一部を改正する条例を採決します。本案は、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 玉城 勇君 起立全員であります。したがっ

て本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

日程第16．議案第10号 南風原町都市計画マスター

プランの変更について 

 

○議長 玉城 勇君 日程第16．議案第10号 南風原

町都市計画マスタープランの変更についてを議題とし

ます。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。

副町長。 

○副町長 国吉真章君 議案第10号 南風原町都市

計画マスタープランの変更について 都市計画法第18

条の２及び南風原町議会基本条例第13条の規定に基づ

き、南風原町都市計画マスタープランを変更したく議

会の議決を求めます。提案理由としまして、平成16年

６月に策定した南風原町都市計画マスタープランにつ

いて上位計画の見直しや社会情勢等の変化により見直

しをする必要があるため提案をいたします。内容等に

ついては、担当のほうから説明をさせていただきます。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 それでは議案第10号 

南風原町都市計画マスタープランの変更について概要

を説明いたします。平成16年６月策定しました南風原

町都市計画マスタープランについて、都市計画法第18

条の２に規定する市町村の都市計画に関する基本方針

を示し、沖縄県の上位計画の見直しや社会状況の変化

等を踏まえ今回見直しを行うものです。都市計画マス

タープランは第５次南風原町総合計画の将来像の実現

に向けて概ね20年後の都市計画に関するまちづくりの

目標や方向性を示すものです。 

 それではマスタープラン（案）をご覧ください。全

体構想は、７つの分野に分けて方針を示しており、３

ページから５ページの土地利用の方針では８地区に区

分し、適切な誘導による秩序ある土地利用を図ります。

６ページから８ページの市街地形成の方針では、想定

される土地利用の需要を踏まえ、都市的土地利用を進

めていくエリアを示し、開発を誘導し整備手法や土地

利用を図ります。９ページから11ページの交通体系の

方針では、幹線道路から生活道路まで円滑に機能する

ように配慮したネットワークの形成を目指します。12

ページから15ページの緑と水に関する方針では、三大

森など貴重な自然環境を保全し、都市環境の向上を図

ります。16ページから18ページの景観まちづくりに関

する方針では、自然環境との調和、歴史・文化資源を

保全し、景観に配慮した良好な景観の創出を目指しま

す。19ページから21ページの防災まちづくりに関する

方針では、自然災害などから町民の生命及び財産を災

害から守るため、ハード、ソフト面などの適切な対策

に努め、都市の防災力向上の取り組みを進めます。22

ページの福祉まちづくりに関する方針では、全ての人

が「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」とい

うユニバーサルデザインを取り入れ各種施設・改善を

進めることを策定しています。以上が、議案第10号 南

風原町都市計画マスタープランの変更についての概要

です。ご審議のほど宜しくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案第10号については、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 異議なしと認めます。よって議

案第10号については、委員会の付託を省略することに



 

決定しました。次に、議案第10号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 討論なしと認めます。これで討

論を終わります。これから議案第10号 南風原町都市

計画マスタープランの変更についてを採決します。本

案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（起立全員） 

○議長 玉城 勇君 起立全員であります。したがっ

て本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

日程第17．報告第１号 令和４年度沖縄県町村土地

開発公社事業計画の報告について 

 

○議長 玉城 勇君 日程第17．報告第１号 令和４

年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を

求めます。副町長。 

○副町長 国吉真章君 報告第１号 令和４年度沖縄

県町村土地開発公社事業計画の報告について 地方自

治法第243条の３第２項の規定により、令和４年度沖縄

県町村土地開発公社事業計画を別紙のとおり報告いた

します。令和４年度の事業計画書をお配りしておりま

すが、令和４年度の南風原支社においては、土地開発

公社を活用しての事業計画はありませんので、事業計

画用途別明細表への記載はないということを報告いた

します。 

○議長 玉城 勇君 これから質疑に入ります。質疑

はありませんか。14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 事業計画がないということです

けれども、ただマスタープランのほうで１人当たりの

緑地かな、公園かな、それについて１万平米、約3,000

坪ぐらいだったんじゃないかと僕は思うんですけれど

も、それぐらい確保しないといけないというふうなこ

とが出ているんですよ。ということは、やっぱりこの

土地開発公社の先取りでやっていくという、そういう

ことも必要なんじゃないのかなというふうに思うんで

すね。3,000坪というと大したことはないか。そういう

ふうな計画があるわけですから、必要になってくると

思いますけれども、この辺はどういうふうにお考えで

すか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 都市開発公社の活用につい

ては、現段階では事業担当課からも要請がないこと。

また今後、現在は事業費事業費で、その都度その都度

必要な用地を取得している状況であります。ですから

令和４年度に関しては土地開発公社の活用予定は現段

階ではありません。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 令和４年度はということなんで

すけれども、先ほどのマスタープランの関係での住民

の１人当たりの面積ということで、これを確保するた

めにはそれに向けて頑張るということを書いてあるわ

けですからマスタープランは、将来的にはそういうの

もあるのかなというふうに思うんですけれども。その

ときにもその都度その都度の購入で、特に公社の活用

はないということなのか。今年度はないということで

すけれども、次に向けてはどういうお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 事業に係る用地の確保につ

いては、様々な観点で必要であれば事業課と連携して

用地取得に向けて取り組んでいきたいと思いますので、

必要があれば活用していきたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ほかに質疑ありませんか。 

（「進行」の声あり） 

○議長 玉城 勇君 質疑なしと認め、これをもって

質疑を終わります。報告第１号 令和４年度沖縄県町

村土地開発公社事業計画の報告については、これをもっ

て終了します。 

 休憩します。 

休憩（午後２時57分） 

再開（午後２時58分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、

これにて散会します。 

 

散会（午後２時58分） 
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